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(57)【要約】
【課題】コンサート会場などの所定の場所における音楽
を録音して直ちに配信することができる音楽管理システ
ム及び音楽管理方法を提供する。
【解決手段】所定の場所における音楽の音声を収音する
マイクロフォン１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃと、マイクロフ
ォン１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃで収音された音声を音声信
号に変換し、該音声信号の音量を調節するマイク・プリ
アンプ１１と、マイク・プリアンプ１１で変換された音
声信号からなる楽曲データ２２Ｃ１に著作権を管理する
ための著作権データ２２Ｃ２を付加し、楽曲データ２２
Ｃ１を通信ネットワーク２００を通じてユーザ端末３Ａ
，３Ｂに配信するサーバ２２と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の場所における音楽の音声を収音するマイクロフォンと、
　前記マイクロフォンで収音された音声を音声信号に変換し、該音声信号の音量を調節す
るマイク・プリアンプと、
　前記マイク・プリアンプで変換された前記音声信号からなる楽曲データに著作権を管理
するための著作権データを付加し、前記楽曲データを通信ネットワークを通じてユーザ端
末に配信するサーバと、
　を備えることを特徴とする音楽管理システム。
【請求項２】
　前記マイクロフォンは、少なくとも３系統のマイクロフォンを有し、
　前記少なくとも３系統のマイクロフォンは、それぞれ、音声の複数の音域を複数チャン
ネルで収音し、
　前記マイク・プリアンプは、前記複数チャンネルで収音された音声を前記音声信号に変
換する請求項１記載の音楽管理システム。
【請求項３】
　前記少なくとも３系統のマイクロフォンは、それぞれ、前後左右上下を含む全方向の音
声を収音可能なマイクロフォンである請求項２記載の音楽管理システム。
【請求項４】
　前記マイク・プリアンプで変換された前記音声信号をパケットデータに変換し、変換し
た前記パケットデータを通信回線を介して前記サーバに送信する第１通信装置と、
　前記第１通信装置から送信された前記パケットデータを受信し、受信した前記パケット
データを前記音声信号に変換して前記サーバに送信する第２通信装置と、を備える請求項
１から請求項３のうちのいずれか１項記載の音楽管理システム。
【請求項５】
　マイクロフォンにより所定の場所における音楽の音声を収音する収音ステップと、
　マイク・プリアンプにより前記収音ステップで収音された音声を音声信号に変換し、該
音声信号の音量を調節する変換ステップと、
　サーバにより前記変換ステップで変換された前記音声信号からなる楽曲データに著作権
を管理するための著作権データを付加し、前記楽曲データを通信ネットワークを通じてユ
ーザ端末に配信する配信ステップと、
　を備えることを特徴とする音楽管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音楽の配信を管理する音楽管理システム及び音楽管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、インターネットなどの通信ネットワークを介して音楽の配信などが行われている
。例えば下記特許文献１には、コンサート会場の映像及び音楽を収集する収集手段と、収
集手段で収集された映像及び音楽を収録して編集するとともに編集された映像及び音楽を
通信手段を介して配信する配信手段とを備えた映像・音楽配信装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－８１８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　楽曲データには著作権を管理するための著作権データ（ＩＳＲＣ番号）が付加される。
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通信ネットワークを介して配信される楽曲データも同様であり、楽曲データが配信される
前に著作権データを付加する必要がある。しかし、上記した配信装置では、映像や音楽を
配信するだけであって、それらの著作権を管理するための著作権データを付加する構成が
存在せず、コンサート会場の音楽等を直ちに配信することができないという課題がある。
【０００５】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、コンサート会場などの所定の場
所における音楽を録音して直ちに配信することができる音楽管理システム及び音楽管理方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明では、所定の場所における音楽の音声を収音するマ
イクロフォンと、マイクロフォンで収音された音声を音声信号に変換し、該音声信号の音
量を調節するマイク・プリアンプと、マイク・プリアンプで変換された音声信号からなる
楽曲データに著作権を管理するための著作権データを付加し、楽曲データを通信ネットワ
ークを通じてユーザ端末に配信するサーバと、を備えることを特徴とする音楽管理システ
ムを提供する。
【０００７】
　また、本発明では、マイクロフォンは、少なくとも３系統のマイクロフォンを有し、少
なくとも３系統のマイクロフォンは、それぞれ、音声の複数の音域を複数チャンネルで収
音し、マイク・プリアンプは、複数チャンネルで収音された音声を音声信号に変換する構
成でもよい。
【０００８】
　また、本発明では、少なくとも３系統のマイクロフォンは、それぞれ、前後左右上下を
含む全方向の音声を収音可能なマイクロフォンであってもよい。
【０００９】
　また、本発明では、マイク・プリアンプで変換された音声信号をパケットデータに変換
し、変換したパケットデータを通信回線を介してサーバに送信する第１通信装置と、第１
通信装置から送信されたパケットデータを受信し、受信したパケットデータを音声信号に
変換してサーバに送信する第２通信装置と、を備える構成でもよい。
【００１０】
　また、本発明では、マイクロフォンにより所定の場所における音楽の音声を収音する収
音ステップと、マイク・プリアンプにより収音ステップで収音された音声を音声信号に変
換し、該音声信号の音量を調節する変換ステップと、サーバにより変換ステップで変換さ
れた音声信号からなる楽曲データに著作権を管理するための著作権データを付加し、楽曲
データを通信ネットワークを通じてユーザ端末に配信する配信ステップと、を備えること
を特徴とする音楽管理方法を提供する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、コンサート会場などの所定の場所における音楽を録音して直ちに配信
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る音楽管理システムの構成を示す構成図である。
【図２】図１の著作権管理サーバの構成を示すブロック図である。
【図３】マイクロフォンの構成を示す図である。
【図４】著作権管理サーバが実行する処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。ただし、本発明はこれに限
定されるものではない。また、図面においては、実施形態を説明するため、一部分を大き
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くまたは強調して記載するなど適宜縮尺を変更して表現することがある。
【００１４】
　図１は、本発明に係る音楽管理システムＳＹＳの構成を示す構成図である。図１に示す
音楽管理システムＳＹＳは、音声を録音し、録音した音声信号をリアルタイムにユーザ端
末に配信するシステムである。この音楽管理システムＳＹＳは、図１に示すように、マイ
クロフォン１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ（以下、マイクと略す。）、マイク・プリアンプ１１
、オーディオＩＰ変換装置１２（第１通信装置）、オーディオＩＰ変換装置２１（第２通
信装置）、及び著作権管理サーバ２２（サーバ）を備えている。音楽管理システムＳＹＳ
の構成のうち、通信装置としてのオーディオＩＰ変換装置１２及びオーディオＩＰ変換装
置２１がパケット通信システムを構成する。このパケット通信システムは、オーディオＩ
Ｐ変換装置１２とオーディオＩＰ変換装置２１との間でパケットの双方向伝送が実行可能
なシステムである。
【００１５】
　図１に示す例では、マイク１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ、マイク・プリアンプ１１、及びオ
ーディオＩＰ変換装置１２は、コンサート会場１に設けられる。ただし、コンサート会場
１は一例であって、ライブハウス、クラブ等の場所であってもよい。マイク１０Ａ，１０
Ｂ，１０Ｃは、コンサート会場１で演奏される音楽の音声を収音する。図１に示すように
、マイク１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃは、３系統のマイク（例えば、１系統目のマイク１０Ａ
、２系統目のマイク１０Ｂ、３系統目のマイク１０Ｃ）を有し、３系統のマイク１０Ａ，
１０Ｂ，１０Ｃは、それぞれ、音声の音域のうちの４つの音域（レンジ）を４つのチャン
ネルで収音可能である。なお、図１に示す例では、マイクは３系統のマイク１０Ａ，１０
Ｂ，１０Ｃを有していたが、４系統以上のマイクを有してもよい。また、マイクは、それ
ぞれ、音声の音域のうち１つ、２つ、３つ、５つ以上の音域を１つ、２つ、３つ、５つ以
上のチャンネルで収音してもよい。なお、マイク１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃの具体的な構成
は後述する（図３参照）。
【００１６】
　マイク・プリアンプ１１は、マイク１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃを制御するとともに、マイ
ク１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃが収音した１２チャンネル分の音声信号をＭＡＤＩ（Multicha
nnel Audio Digital Interface）フォーマットに変換し、変換した音声信号の音量を調節
する装置である。このように、マイク・プリアンプ１１は、レンジの異なる１２チャンネ
ル分の音声信号をアナログ入力して録音することが可能である。従って、マイク・プリア
ンプ１１は、自然界に存在する全ての音を歪みなくアナログ入力し、自然界における最高
数値のダイナミックレンジで録音することが可能である。なお、マイク・プリアンプ１１
は、マイク１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃで収音した音声信号に限らず、音源の音声信号をＭＡ
ＤＩフォーマットに変換してもよい。
【００１７】
　ここで、ＭＡＤＩは、多チャンネルのデジタルオーディオのインターフェース規格であ
る。このＭＡＤＩは、デジタルオーディオ機器で使用されているＡＥＳ／ＥＢＵ信号を束
ねて最大６４チャンネルのオーディオ信号を１本のケーブル（光ファイバー又は同軸ケー
ブル）で伝送することができる。マイク・プリアンプ１１は、ケーブルでオーディオＩＰ
変換装置１２と接続され、ＭＡＤＩフォーマットの音声信号（オーディオ信号）をオーデ
ィオＩＰ変換装置１２に出力する。
【００１８】
　オーディオＩＰ変換装置１２は、ＭＡＤＩフォーマットの音声信号の音声信号を、光電
話回線などの通信回線１００で伝送可能なＩＰパケットのデータ（以下、パケットデータ
又は単にパケットという。）に変換する装置である。このオーディオＩＰ変換装置１２は
、パケットを送信する通信装置として機能する。オーディオＩＰ変換装置１２は、変換し
たパケットを通信回線１００を介してオーディオＩＰ変換装置２１に送信する。なお、マ
イク・プリアンプ１１とオーディオＩＰ変換装置１２を接続するケーブルは２０００ｍま
で音声信号を伝送可能であるため、オーディオＩＰ変換装置１２はコンサート会場１の外
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に設置されてもよい。
【００１９】
　図１に示す例では、オーディオＩＰ変換装置２１及び著作権管理サーバ２２は、コンサ
ート会場１から離れた遠隔地２に設けられる。オーディオＩＰ変換装置２１は、通信回線
１００と接続されるとともに、ケーブルで著作権管理サーバ２２と接続されている。この
オーディオＩＰ変換装置２１は、オーディオＩＰ変換装置１２から送信されたパケットを
ＭＡＤＩフォーマットの音声信号に変換し、変換した音声信号をケーブルを介して著作権
管理サーバ２２に出力する。このオーディオＩＰ変換装置２１は、パケットを受信する通
信装置として機能する。
【００２０】
　著作権管理サーバ２２は、マイク・プリアンプで録音された音声信号（すなわち、オー
ディオＩＰ変換装置１２から送信され、オーディオＩＰ変換装置１２で受信された音声信
号）からなる楽曲データ（１つの楽曲としてまとまった音声データ）の著作権の管理と、
その楽曲データの配信及びＣＤ作成の管理を行うサーバである。
【００２１】
　図２は、図１の著作権管理サーバ２２の構成を示すブロック図である。図２に示す著作
権管理サーバ２２は、通信部２２Ａと、制御部２２Ｂと、記憶部２２Ｃとを有している。
通信部２２Ａは、オーディオＩＰ変換装置２１から出力された音声信号を受信する。また
、通信部２２Ａは、インターネットなどの通信ネットワーク２００と接続され、著作権デ
ータ２２Ｃ２が付加された楽曲データ２２Ｃ１を通信ネットワーク２００を介してユーザ
端末３Ａ，３Ｂに配信（送信）する。制御部２２Ｂは、著作権管理サーバ２２全体の制御
を司る処理部である。
【００２２】
　具体的には、制御部２２Ｂは、通信部２２Ａが受信した音声信号を受け取ると、その音
声信号からなる楽曲データ２２Ｃ１（１つの楽曲としての一まとまりの音声信号）の著作
権を管理（識別）するための著作権データ２２Ｃ２を楽曲データ２２Ｃ１のヘッダに付加
して著作権管理サーバ２２内の記憶部２２Ｃに記憶（保存）する。また、制御部２２Ｂは
、ユーザ端末３Ａからのハイレゾ（High Resolution；高解像度）配信要求を受けた場合
、そのユーザ端末３Ａに対して著作権データ２２Ｃ２が付加された楽曲データ２２Ｃ１を
通信ネットワーク２００を介してハイレゾ配信する。また、制御部２２Ｂは、ユーザ端末
３Ｂからのストリーミング配信要求を受けた場合、そのユーザ端末３Ｂに対して著作権デ
ータ２２Ｃ２が付加された楽曲データ２２Ｃ１を通信ネットワーク２００を介してストリ
ーミング配信する。さらに、制御部２２Ｂは、ＣＤ４作製の要求に応じて、データ記録部
（図示せず）を制御して著作権データ２２Ｃ２が付加された楽曲データ２２Ｃ１をＣＤ４
（記録媒体）に記録する（つまりＣＤ４作製を実行する）。なお、ＣＤ４作製は、著作権
管理サーバ２２からＣＤ４作製装置（図示せず）に楽曲データが送付され、そのＣＤ４作
製装置にてＣＤ４作製が実行されてもよい。
【００２３】
　この制御部２２Ｂは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やプロセッサなどの制御装
置が制御プログラムに基づいて、上述したような制御・処理（楽曲データ２２Ｃ１への著
作権データ２２Ｃ２の付与、楽曲データ２２Ｃ１の配信等）を実行する。
【００２４】
　ユーザ端末３Ａ，３Ｂは、ユーザが備えたパーソナルコンピュータやスマートフォンな
どの端末である。ユーザは、ユーザ端末３Ａ，３Ｂを操作して、著作権管理サーバ２２か
ら楽曲データをダウンロードする。
【００２５】
　このような音楽管理システムＳＹＳの構成により、コンサート会場１でコンサートの音
楽を録音し、著作権管理サーバ２２で楽曲データに著作権データ２２Ｃ２をリアルタイム
に付加し、ユーザが著作権管理サーバ２２から楽曲データ（音楽）のダウンロードを行う
ことが可能となる。
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【００２６】
　ここで、楽曲データ２２Ｃ１に付加される著作権データ２２Ｃ２はＩＳＲＣ番号である
。全ての録音（レコーディング）は、固有で一義的なＩＳＲＣを持つ。また、登録者は、
国内ＩＳＲＣ登録管理機関によって付与された登録者コードでのみＩＳＲＣを付与するこ
とが可能である。また、新たに製作された録音及び変更が加えられた録音のすべてに対し
て、常に新しいＩＳＲＣを割り当てなければならない。元の登録者が、その録音を発行し
た後に、変更を加えないで譲渡したときは、同じＩＳＲＣを用いなければならない。また
、既存の録音に割り当てられたＩＳＲＣの再使用は認められない。ＩＳＲＣは録音を識別
するためのコードであり、そのものが録音の権利者を示すものではない。
【００２７】
　図３は、マイクロフォン１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃの構成を示す図である。図３に示すよ
うに、各マイク１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃは同一構成であって、前後左右上下を含む全方向
の音声を収音可能なマイクロフォンである。すなわち、各マイク１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ
は、直交する６方向に向けて突出したマイクを備え、それらのマイクにより前後左右上下
を含む全方向の音声を収音する。なお、このようなマイクをアンビソニックスマイクとい
う。
【００２８】
　図４は、著作権管理サーバ２２が実行する処理を示すフローチャートである。図４に示
す処理において、著作権管理サーバ２２の通信部２２Ａは、オーディオＩＰ変換装置２１
から出力された音声信号を受信すると（ステップＳ１）、制御部２２Ｂは、その音声信号
からなる楽曲データ２２Ｃ１の著作権を管理（識別）するための著作権データ２２Ｃ２を
楽曲データ２２Ｃ１のヘッダに付加する（ステップＳ２）。そして、制御部２２Ｂは、著
作権データ２２Ｃ２を付加した楽曲データ２２Ｃ１を記憶部２２Ｃに記憶（保存）する（
ステップＳ３）。
【００２９】
　次に、制御部２２Ｂは、ユーザ端末３Ａからのハイレゾ配信要求を受けた場合、そのユ
ーザ端末３Ａに対して著作権データ２２Ｃ２が付加された楽曲データ２２Ｃ１を通信ネッ
トワーク２００を介してハイレゾ配信する（ステップＳ４）。また、制御部２２Ｂは、ユ
ーザ端末３Ｂからのストリーミング配信要求を受けた場合、そのユーザ端末３Ｂに対して
著作権データ２２Ｃ２が付加された楽曲データ２２Ｃ１を通信ネットワーク２００を介し
てストリーミング配信する（ステップＳ４）。さらに、制御部２２Ｂは、ＣＤ４作製の要
求に応じて、データ記録部（図示せず）を制御して著作権データ２２Ｃ２が付加された楽
曲データ２２Ｃ１をＣＤ４（記録媒体）に記録する（ステップＳ５）。
【００３０】
　以上に説明したように、本実施形態では、所定の場所における音楽の音声を収音するマ
イクロフォン１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃと、マイクロフォン１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃで収音
された音声を音声信号に変換し、該音声信号の音量を調節するマイク・プリアンプ１１と
、マイク・プリアンプ１１で変換された音声信号からなる楽曲データ２２Ｃ１に著作権を
管理するための著作権データ２２Ｃ２を付加し、楽曲データ２２Ｃ１を通信ネットワーク
２００を通じてユーザ端末３Ａ，３Ｂに配信するサーバ２２と、を備えるので、コンサー
ト会場などの所定の場所における音楽を録音して直ちに配信することができる。
【００３１】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明の技術的範囲は、上記の実施形態に記載
の範囲には限定されない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記の実施形態に、多様な
変更または改良を加えることが可能である。また、上記の実施形態で説明した要件の１つ
以上は、省略されることがある。そのような変更または改良、省略した形態も本発明の技
術的範囲に含まれる。また、上記した実施形態や変形例の構成を適宜組み合わせて適用す
ることも可能である。
【００３２】
　上記した実施形態において、オーディオＩＰ変換装置１２は通信回線１００を介してオ
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ーディオＩＰ変換装置２１にパケットを送信していたが、通信ネットワーク２００を介し
てパケットを送信してもよい。
【符号の説明】
【００３３】
　１　コンサート会場（所定の会場）
　１０Ａ，１０Ｂ，１０Ｃ　マイクロフォン（マイク）
　１１　マイク・プリアンプ
　１２　オーディオＩＰ変換装置（第１通信装置）
　２１　オーディオＩＰ変換装置（第２通信装置）
　２２　著作権管理サーバ（サーバ）
　２２Ａ　通信部
　２２Ｂ　制御部
　２２Ｃ　記憶部
　２２Ｃ１　楽曲データ
　２２Ｃ２　著作権データ
　３Ａ，３Ｂ　ユーザ端末
　１００　通信回線
　２００　通信ネットワーク

【図１】 【図２】
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